薩󠄀摩川内市社会福祉協議会地域資源ガイド掲載に関する要領

本要領は、地域における福祉・生活支援に資する社会資源の適正な把握と活用を目的とし、薩󠄀摩川内市社会福祉協議会地域資源ガイドに掲載する対象及びその基準について定めるものとする。
第1条（目的）
この要領は、地域住民や関係機関が活用できる地域資源ガイドを整備・運用するにあたり、その掲載に関する基準と手続きを明確にすることを目的とする。
第2条（掲載対象）
地域資源ガイドに掲載できる団体・事業所は、次のいずれかに該当するものとする。
（1）地域福祉活動や高齢者・障がい者等の生活支援を行っている団体・事業所
（2）継続的に地域活動への協力・関与が認められる団体
（3）本会会長が認めた団体
第3条（掲載除外基準）
以下のいずれかに該当する場合は、地域資源ガイドへの掲載を行わないものとする。
（1）暴力団または反社会的勢力に関係する団体
（2）違法行為を行っている、またはその疑いがある団体
（3）営利を主目的とし、地域住民の利益にそぐわない活動をしている団体
（4）宗教・政治活動を主目的としている団体

第4条（確認と掲載方法）
　掲載にあたっては、事前にチェックシートを活用し、担当者による確認を行う。必要に応じて連絡・面談を行い、掲載内容の正確性を確保するものとする。
第5条（更新・変更）
地域資源ガイドの内容は原則として年1回更新を行い、最新情報を反映するよう努める。
第6条（活動の停止・廃止が確認できたもの）
第7条（その他）
この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は本会会長が別に定める。

附　則
　この要領は、令和８年４月１日から施行する。

